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ような表現の法的意味も明確とは言えない。例えば、本法で義務付けられている都道
府県知事が定める飼養衛生管理指導等計画が、大臣が定める飼養衛生管理指導等指針
に即していないと判断される場合、都道府県の計画に基づいて行われた指導は違法の
判定を受けることになるのかどうかは、直ちに明確に判断できるものではない。 

 
(３) 養豚農業振興法の改正 
   当初、家伝法の改正によって豚熱等の疾病対策として飼養衛生管理の徹底を畜産農

家に求めるに当たり、畜産農家の負担軽減を図るための新法の制定が野党共同会派か
ら提言されていた。施行後３年間の時限措置として、国が集中的に支援を行い同基準
を満たすレベルにまで緊急に引き上げるために、農場飼養衛生管理改善計画を作成し
都道府県知事の認定を受けた畜産農家に対して施設整備等の資金確保等を支援する内
容であったが、新法の制定については、短期間で合意が困難であることなどから、既
にある「養豚農業振興法」（平成26年法律第101号）の改正(36)により、豚の伝染性疾
病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和等の措置を
講ずることとなった。 

 
(４) 政省令等の改正 
   家伝法改正への対応と疾病の名称変更のため、いずれも令和２年６月24日公布、７

月１日施行の施行令及び施行規則の改正が行われた(37)。また、特定家畜伝染病防疫
指針の再検討が行われ、７月１日に牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高
病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する防疫指針の全部改正
が行われた(38)。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部教授） 
 

 
(36) 閣法と同日の、2020年３月27日成立「養豚農業振興法の一部を改正する法律」（令和２年４

月３日法律第17号）。 
(37) 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令201号）及び家畜伝染病予防

法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年農林水産省令第44号）。 
(38) 農林水産省「特定家畜伝染病防疫指針の変更について」（令和２年４月９日）。 
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文化観光拠点施設を中核とした地域における 

文化観光の推進に関する法律 
（令和２年４月17日法律第18号） 

 
 

権   奇 法 
 
 
 1. はじめに 
 
 近年、文化財及び文化芸術資源を観光資源として活用しようとする動きが活発化されて
いる。これらの動きは単に政策として進められるだけでなく、法律の制定及び改正にもつ
ながっている。例えば、2017年の文化芸術基本法の改正においては、文化芸術施策の基本
理念について、文化芸術そのものの振興にとどまらず、「観光、まちづくり、国際交流等
を取り込み、それら関連分野における施策との有機的な連携を図る｣(１)こととされた。ま
た、同年の文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正(２)におい
ては、文化財保護行政の所管を、条例を定めることによって教育委員会から首長部局へ移
すことを可能にしたが（地教行法第23条第１項）、その主たる目的は、文化財の観光資源
としての活用を容易にするためのものであったということができる。この文化財保護法の
改正については、「これからは活用の時代だということを法的に示す大きな一歩だ。新し
い仕事が生まれる可能性もある｣(３)と肯定的に評価する者もいる。しかし、当然ながら、
文化財を観光資源として活用するということは、観光資源として価値のある文化財を取捨
選択することにつながり、従前の保護に重点を置いた施策から大きく逸脱するものであり、
文化財保護の観点がおろそかにされかねないとの批判もある。いずれにせよ、従来の「保

 
(１) 文化芸術基本法（文化芸術振興基本法の改正により法律名変更）第２条第10項。 
(２) 同法律案の改正の経緯と意義については、上林陽治「文化財保護法及び地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成30年６月８日法律第42号）」地方自治関連
立法動向 第６集（地方自治総合研究所、2019年５月）275頁以下を参照。（http://jichisoken.jp/

publication/researchpaper/128/index.html） 
(３) 「文化財保護法改正で活用に転換－未指定・未登録の歴史的建造物を消滅から救う」NIKKEI 

ARCHITECTURE 2018年５月24日。 
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護行政」から「活用しながら保存」へと大きくかじを切るものであったことは否定できな
いだろう。 
 2020年４月10日、第201回国会において成立した「文化観光拠点施設を中核とした地域
における文化観光の推進に関する法律（同年４月17日公布法律第18号、同年５月１日施行。
以下「本法」）」も上記のような流れに沿った内容の法律であり、ある意味では、文化財
の観光資源化のための仕組みの完成形を創出するものともいうことができる。 
 本法は、文化の振興を、観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文
化の振興に再投資される好循環を創出することを目的としている。そのためには、これま
で連携が進んでこなかった地域の観光関係事業者等と連携することによって、来訪者が学
びを深められるよう、歴史的・文化的背景やストーリー性を考慮した文化資源の魅力の解
説・紹介を行うとともに、来訪者を惹きつけるよう、積極的な情報発信、交通アクセスの
向上、多言語・Wi-Fi・キャッシュレスの整備を行うなど、文化施設そのものの機能強化
とともに、地域一体となった取組を進めていくことが必要とされている。さらに、東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、文化観光拠点施設を中核とした地域
における文化観光の推進が重要な課題となっていた。本法は、文化観光の推進のため、主
務大臣（文部科学大臣及び国土交通大臣）による基本方針の策定、拠点計画及び地域計画
の認定、そしてこれらの認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定
めるものである。 
 以下では、まず、本法案提出に至る経緯を確認したうえで、法律の内容と国会における
審議内容を整理し、最後に、地方公共団体への影響と課題について述べることとする。 
 
 
 2. 法案提出の背景と経緯 
 
(１) 観光立国の推進 
   観光立国推進基本法（平成18年法律第117号）は、観光を、地域経済の活性化、雇

用の機会の増大等国民経済の発展に寄与するとともに、国民生活の安定向上に貢献す
るものであることに加え、国際相互理解を増進するもの（同法前文）として位置付け
ており、政府において、観光立国の実現に向けた取組が行われてきた。政府は、訪日
外国人旅行者数を「2020年に4,000万人、2030年に6,000万人」とすることを掲げてお
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り(４)、実際の訪日外国人旅行者数は、観光立国推進基本法が施行された2007年にお
いては約835万人であったものが2019年には約3,188万人と４倍弱になっている(５)。 

 
(２) 観光資源としての文化の利活用政策 
   近年、観光振興を通じた地域活性化の動きが活発化する中で、文化財を観光資源と

して積極的に利活用すべきとの考え方が強くなっていた。 
  ・ 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議『明日の日本を支える観光ビジョン 

― 世界が訪れたくなる日本へ ―』（平成28年３月策定）：文化財を、「保存優
先」から観光客目線での「理解促進」、そして「活用」へという視点から、2020年
までに、文化財を核とする観光拠点を全国で200整備、わかりやすい多言語解説な
ど1,000事業を展開し、集中的に支援強化という施策を打ち出している(６)。 

  ・ 観光立国推進基本法に基づく『観光立国推進基本計画』（平成29年３月閣議決
定）：観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地域を形成するた
め、文化財等の保存・活用や文化財の観光資源としての魅力向上等に取り組むこと
としている。さらに、「爆買い」とも呼ばれる訪日外国人旅行者の消費行動に代表
される「モノ消費」から日本ならではの文化や自然等を体験・体感する「コト消費」
への消費スタイルのシフト等への対応等が課題とされた。 

  ・ 『文化芸術推進基本計画』（平成30年３月閣議決定）：文化芸術基本法に基づい
た同計画において、文化財の積極的な保存・活用による地域振興や観光振興等を通
じた社会的・経済的な価値を、文化財の継承や地域の維持発展に役立てる好循環を
創り上げることとされた。 

  ・ 内閣官房及び文化庁『文化経済戦略』（平成29年12月策定）：観光やまちづくり
等への文化財の積極的な活用を促進するため、文化財を中核とする観光拠点の形成、
史跡等の大型文化財の公開や活用の機能充実のための整備を促進するとともに、文
化財を公開する際は、外国人旅行者や障害者を含めた多様な鑑賞者がより深く理解
し、親しむことのできる機会の充実を図るべく、多言語や多様な方法による情報発

 
(４) 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議『明日の日本を支える観光ビジョン ― 世界が訪

れたくなる日本へ ―』（平成28年３月）。 
(５) 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）資料。実際、2014年の観光立国推進閣僚会議においては、2020

年に向けて訪日外国人旅行者数2,000万人を目指すとしていたが、すでに2016年の訪日外国人
旅行者数が2,400万人を超えていた。 

(６) 前掲・注(４）『明日の日本を支える観光ビジョン』。 

－ 216 －



－ 2 － 
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れたくなる日本へ ―』（平成28年３月）。 
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(６) 前掲・注(４）『明日の日本を支える観光ビジョン』。 
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信をはじめ、文化財の有する価値や背景情報等の丁寧な説明等の取組を推進してい
くこととした。 

 
(３) 文化観光推進の拠点形成の取組み 
  ・ 『文化経済戦略』：文化による国家ブランド戦略の構築と文化芸術産業の経済規

模（文化ＧＤＰ）の拡大に向けた取組の推進、地方創生の礎にするための文化芸術
資源のより一層の活用の推進、また、文化芸術資源を活用した経済社会の活性化に
果たす博物館・美術館の機能強化が必要である。 

  ・ 「博物館クラスター形成支援事業(７)」：博物館が持つ専門的な機能を生かし、
地域文化資源の面的・一体的整備に関する取組を展開する地域の博物館を中核とし
た文化クラスター形成のための予算措置事業を実施している。 

  ・ 文部科学省設置法改正（平成30年10月）：博物館の更なる振興と行政の効率化を
図るため(８)、これまで一部を文部科学省本省が所管していた博物館に関する事務
を、文化庁が一括して所管することとなった。これを受け、文化庁文化審議会に博
物館部会が設置され、博物館に係る総合的な検討が開始された。 

  ・ 『経済財政運営と改革の基本方針2019』（令和元年６月閣議決定）：文化施設を
拠点とした文化資源の好循環創出に民間や地方と連携して取り組むこととされた。 

 
(４) 「文化施設を中心とした文化観光の在り方に関する検討会議」における検討 
   文化庁及び観光庁は、2020年のオリンピック・パラリンピック等を契機に、豊富で

多様な観光資源の主要なものである文化の魅力を国内外に発信することは、文化及び

 
(７) 平成30年度から始まった事業であり、地域の文化財の魅力発信、地域振興、観光振興、多言

語化による国際発信、ユニークベニュー（歴史的建造物、文化施設や公的空間等、特別感や地
域特性を演出できる会場で会議・レセプションを開催すること）の促進など、美術館・歴史博
物館を中核とした関係機関との連携による文化クラスター（文化集積地）創出に向けた地域文
化資源の面的・一体的整備に関する取組を支援している。 

(８) なお、地方公共団体においても、令和元年６月、「地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第９次地方分権一括法）により博物
館法が改正され、公立博物館の所管を地方公共団体の教育委員会から首長部局に移管できるこ
ととなり、公立博物館とまちづくり・観光行政との総合的・一体的な取組を推進することがで
きることとなった。詳細については、上林陽治「地域の自主性及び自立性を高めるための改革
の推進を図るための関係法律の整備に関する法律～第９次一括法～（令和元年６月７日法律26
号）」自治総研496号（地方自治総合研究所、2020年２月）81頁以下を参照。 
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観光の振興において非常に重要であるとして、両分野の有識者から構成される「文化
施設を中心とした文化観光の在り方に関する検討会議」を設置し（令和元年11月）検
討を行い、令和２年１月、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の
推進について（まとめ）～文化の振興と観光の振興で地域の活性化を図る仕組みづく
り～」を取りまとめた。同まとめの概要は以下のとおりである。 

   まず、博物館（歴史、美術、自然科学等の多様な分野を含む）等の文化施設のうち、
文化観光の推進に意欲があり、積極的に取り組む施設を「文化観光拠点施設」として、
国から集中的な支援を講じるべきとしたうえで、当該施設を中核として、地方公共団
体が総合的・一体的に文化観光を推進する「文化観光を推進する地域」を形成すべき
としている。 

   「文化観光拠点施設が目指すべき姿」として、魅力的な文化資源を有し、その魅力
をわかりやすく解説・紹介することを通じ、文化観光に資するとともに、旅行業者、
観光地域づくり法人（Destination Management / Marketing Organization:DMO）、観光協
会等の文化観光推進事業者との連携により文化観光拠点施設の魅力づくりを行うとし
ている。具体的には、①コレクションやコンテンツの魅力向上、②分かりやすい解
説・展示の工夫、③来訪者アクセスの向上、④飲食・買い物等を楽しむ工夫、⑤ＪＮ
ＴＯと観光推進事業者との連携による魅力発信、⑥必要な施設・設備の整備を行うと
している。 

   そして、「文化観光を推進する地域が目指すべき姿」として、地方公共団体と文化
観光拠点施設が有機的に連携し、地域一体で文化観光の推進に取り組むとしている。
具体的には、①来訪者の楽しむ機会の充実、②来訪者アクセスの向上、③商店街や飲
食店等との連携、④情報提供の充実強化、⑤必要な施設・設備の整備、⑥地域住民と
の連携を行うとしている。 

   「文化観光拠点施設」及び「文化観光を推進する地域」の計画に対する国の支援措
置について、①文化観光拠点施設の魅力向上、来訪者の利便性の向上のための予算措
置、②企業版ふるさと納税の制度の活用、コレクションの充実を図るための税制上の
措置、③交通アクセスの向上、オブジェ等の設置、登録文化財の提案権の付与などの
手続の簡素化、④国立博物館等による助言やＪＮＴＯによる海外プロモーションなど
の支援措置を挙げている。 

 
 以上のような経緯を経て、政府は令和２年２月７日、「文化観光拠点施設を中核とした

－ 218 －



－ 4 － 
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館法が改正され、公立博物館の所管を地方公共団体の教育委員会から首長部局に移管できるこ
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地域における文化観光の推進に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。 
 
 
 3. 法律の概要 
 
(１) 目 的 
   本法は、地域の様々な文化資源を活用し、日本文化についての理解を深める機会を

充実させ、これによって国内外からの観光客の来訪を促進することによって、文化振
興→観光振興→地域活性化の好循環を生み出すことを目的としている（第１条）。 

 
(２) 定 義 
   １）「文化観光」：有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源（文化資

源）の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理
解を深めることを目的とする観光（第２条第１項） 

     「文化観光」の概念については、平成24年３月に閣議決定された『観光立国推
進基本計画』において、「日本の歴史、伝統といった文化的な要素に対する知的
欲求を満たすことを目的とする観光」と位置付けられたが、本法において初めて
法律レベルで定義されることとなった。本法における「文化観光」は、工芸品、
彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などの有形の文化的所産や、演
劇、音楽、工芸技術などの無形の文化的所産のほか、風俗慣習、民俗芸能、民俗
技術などを幅広く「文化資源」として捉えるとともに、これらの観覧にとどまら
ず、体験活動等を通じて文化についての理解を深めることまでを求めるところに
特徴があるとする(９)。 

 
   ２）「文化観光拠点施設」：文化資源の保存及び活用を行う施設（文化資源保存活

用施設）のうち、主務省令で定めるところにより、国内外からの観光旅客が文化
についての理解を深めることに資するよう当該文化資源の解説及び紹介をすると
ともに、当該文化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観光の推進に関す

 
(９) 「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案（内閣提出第

19号）に関する資料」（衆議院調査局文部科学調査室、令和２年３月）９頁。 

－ 7 － 

る事業を行う者（文化観光推進事業者）と連携することにより、当該地域におけ
る文化観光の推進の拠点となるもの（同条第２項） 

     主に想定される施設は、博物館、美術館及び寺社仏閣等であるが、本規定及び
主務省令の条件を満たせば、それ以外の施設でも文化観光拠点施設になり得る。
また、文化観光の推進に関する事業を行う者は、観光協会、観光地域づくり法人
（ＤＭＯ）や民間の旅行会社等が想定される。 

 
   ３）「文化観光拠点施設機能強化事業」：文化資源保存活用施設の文化観光拠点施

設としての機能の強化に資する事業であって、次に掲げるもの(10)(同条第３項）。 
    ・ 文化資源保存活用施設における文化資源の魅力の増進に関する事業（第１号） 
    ・ 文化資源保存活用施設における情報通信技術を活用した展示、外国語による

情報の提供その他の国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めること
に資する措置に関する事業（第２号） 

    ・ 文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進
等に関する事業（第３号） 

    ・ 文化資源保存活用施設が保存及び活用を行う文化資源に関する工芸品、食品
その他の物品の販売又は提供に関する事業（第４号） 

    ・ 国内外における文化資源保存活用施設の宣伝に関する事業（第５号） 
    ・ 上記事業に必要な施設又は設備の整備に関する事業（第６号） 
    ・ その他文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に資す

る事業として主務省令で定めるもの（第７号） 

 
(10) 検討会議まとめにおける具体例としては、①文化資源に関する詳細な調査研究の着実な実施、

展示内容の更新、デジタルアーカイブ化も含む所有するコレクションの充実、他の文化施設等
との交流を通じた展示品等の貸与、②歴史的、文化的背景のわかりやすい解説・紹介、映像に
より理解を深めるコンテンツの充実、ＶＲ（仮想現実）やＡＲ（拡張現実）を活用した体験型
の展示、多言語での展示解説、オーディオガイドの導入、通訳案内士の活用、ガイドツアーの
導入、③様々な交通手段（鉄道、バス、タクシー、旅客船、航空等の公共交通、レンタカー、
自転車、徒歩、自家用車等）を活用した移動、チケットをネットで購入できるシステムや開館
時間の延長、④ミュージアムカフェやミュージアムショップ等の充実、鑑賞に加えて文化観光
拠点施設内やその周辺での飲食、買い物、休憩など、⑤海外への宣伝について多くの知見を持
つＪＮＴＯ等との連携による積極的な海外へのデジタルを含めた情報発信及び海外プロモー
ション、⑥多言語による情報提供、Wi-fiの設置、キャッシュレス、バリアフリーが挙げられ
ている。 
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る事業を行う者（文化観光推進事業者）と連携することにより、当該地域におけ
る文化観光の推進の拠点となるもの（同条第２項） 
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設としての機能の強化に資する事業であって、次に掲げるもの(10)(同条第３項）。 
    ・ 文化資源保存活用施設における文化資源の魅力の増進に関する事業（第１号） 
    ・ 文化資源保存活用施設における情報通信技術を活用した展示、外国語による

情報の提供その他の国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めること
に資する措置に関する事業（第２号） 

    ・ 文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進
等に関する事業（第３号） 

    ・ 文化資源保存活用施設が保存及び活用を行う文化資源に関する工芸品、食品
その他の物品の販売又は提供に関する事業（第４号） 

    ・ 国内外における文化資源保存活用施設の宣伝に関する事業（第５号） 
    ・ 上記事業に必要な施設又は設備の整備に関する事業（第６号） 
    ・ その他文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に資す

る事業として主務省令で定めるもの（第７号） 

 
(10) 検討会議まとめにおける具体例としては、①文化資源に関する詳細な調査研究の着実な実施、

展示内容の更新、デジタルアーカイブ化も含む所有するコレクションの充実、他の文化施設等
との交流を通じた展示品等の貸与、②歴史的、文化的背景のわかりやすい解説・紹介、映像に
より理解を深めるコンテンツの充実、ＶＲ（仮想現実）やＡＲ（拡張現実）を活用した体験型
の展示、多言語での展示解説、オーディオガイドの導入、通訳案内士の活用、ガイドツアーの
導入、③様々な交通手段（鉄道、バス、タクシー、旅客船、航空等の公共交通、レンタカー、
自転車、徒歩、自家用車等）を活用した移動、チケットをネットで購入できるシステムや開館
時間の延長、④ミュージアムカフェやミュージアムショップ等の充実、鑑賞に加えて文化観光
拠点施設内やその周辺での飲食、買い物、休憩など、⑤海外への宣伝について多くの知見を持
つＪＮＴＯ等との連携による積極的な海外へのデジタルを含めた情報発信及び海外プロモー
ション、⑥多言語による情報提供、Wi-fiの設置、キャッシュレス、バリアフリーが挙げられ
ている。 
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   ４）「地域文化観光推進事業」：文化観光拠点施設を中核とした地域における文化
観光の総合的かつ一体的な推進に資する事業であって、次に掲げるもの（同条第
４項）。 

    ・ 地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業（第１号） 
    ・ 地域内を移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進等に関する事業

（第２号） 
    ・ 地域における文化観光拠点施設その他の文化資源保存活用施設と飲食店、販

売施設、宿泊施設その他の国内外からの観光旅客の利便に供する施設との連携
の促進に関する事業（第３号） 

    ・ 国内外における地域の宣伝に関する事業（第４号） 
    ・ 上記事業に必要な施設又は設備の整備に関する事業（第５号） 
    ・ その他文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一

体的な推進に資する事業として主務省令で定めるもの（第６号） 
 
(３) 基本方針の策定 
   主務大臣は、後述の「拠点計画」及び「地域計画」の認定の基準等を示すため、文

化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定める
こととし（第３条第１項）、基本方針には、文化観光拠点施設を中核とした地域にお
ける文化観光の推進の意義及び目標に関する事項（同条第２項第１号）、文化観光拠
点施設機能強化事業に関する基本的な事項（第２号）、地域文化観光推進事業に関す
る基本的な事項（第３号）、拠点計画の認定に関する基本的な事項（第４号）、地域
計画の認定に関する基本的な事項（第５号）、関連する文化の振興に関する施策及び
観光の振興に関する施策との連携に関する基本的な事項（第６号）、その他文化観光
拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する重要事項（第７号）につ
いて定めることとした。 

   そして、主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら
かじめ、関係行政機関の長と協議しなければならず（同条第３項）、基本方針を策定
又は変更したときは、遅滞なく公表しなければならない（同条第４項）。 

   なお、本法における主務大臣は、文部科学大臣及び国土交通大臣である（第22条第
１項）。 

  

－ 9 － 

(４) 拠点計画 
  １）申 請 
    文化資源保存活用施設の設置者は、基本方針に基づき、主務省令で定めるところ

により、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と
共同して、その設置する文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の
強化に関する計画（拠点計画）を作成し、主務大臣の認定を申請することができる
（第４条第１項）。 

    拠点計画には、当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強
化に関する基本的な方針、拠点計画の目標、前号の目標を達成するために行う文化
観光拠点施設機能強化事業の内容、実施主体及び実施時期、文化観光拠点施設機能
強化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法、計画期間、その他主務省令
で定める事項を記載するものとした（同条第２項各号）。 

 
  ２）認定、報告徴収、認定取消 
    主務大臣は、拠点計画の認定申請があった場合、当該申請に係る拠点計画が、基

本方針に照らして適切なものであること、当該拠点計画の実施が当該文化資源保存
活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に寄与するものであると認められ
ること、円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであることの各要件に適合す
ると認められるときは、その認定をするものとした（同条第３項）。 

    主務大臣は、拠点計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該拠点計画
に係る市町村及び都道府県の意見を聴かなければならないこととし（同条第４項）、
認定をしたときは、当該認定に係る拠点計画の内容を公表するものとした（同条第
５項）。 

    主務大臣は、拠点計画の認定を受けた者に対し、実施状況について報告を求める
ことができ（第６条）、認定拠点計画が認定要件に適合しなくなったと認めるとき
は、その認定を取り消すことができる（第７条）。 
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   ４）「地域文化観光推進事業」：文化観光拠点施設を中核とした地域における文化
観光の総合的かつ一体的な推進に資する事業であって、次に掲げるもの（同条第
４項）。 

    ・ 地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業（第１号） 
    ・ 地域内を移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進等に関する事業

（第２号） 
    ・ 地域における文化観光拠点施設その他の文化資源保存活用施設と飲食店、販

売施設、宿泊施設その他の国内外からの観光旅客の利便に供する施設との連携
の促進に関する事業（第３号） 

    ・ 国内外における地域の宣伝に関する事業（第４号） 
    ・ 上記事業に必要な施設又は設備の整備に関する事業（第５号） 
    ・ その他文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一

体的な推進に資する事業として主務省令で定めるもの（第６号） 
 
(３) 基本方針の策定 
   主務大臣は、後述の「拠点計画」及び「地域計画」の認定の基準等を示すため、文

化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定める
こととし（第３条第１項）、基本方針には、文化観光拠点施設を中核とした地域にお
ける文化観光の推進の意義及び目標に関する事項（同条第２項第１号）、文化観光拠
点施設機能強化事業に関する基本的な事項（第２号）、地域文化観光推進事業に関す
る基本的な事項（第３号）、拠点計画の認定に関する基本的な事項（第４号）、地域
計画の認定に関する基本的な事項（第５号）、関連する文化の振興に関する施策及び
観光の振興に関する施策との連携に関する基本的な事項（第６号）、その他文化観光
拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する重要事項（第７号）につ
いて定めることとした。 

   そして、主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら
かじめ、関係行政機関の長と協議しなければならず（同条第３項）、基本方針を策定
又は変更したときは、遅滞なく公表しなければならない（同条第４項）。 

   なお、本法における主務大臣は、文部科学大臣及び国土交通大臣である（第22条第
１項）。 

  

－ 9 － 

(４) 拠点計画 
  １）申 請 
    文化資源保存活用施設の設置者は、基本方針に基づき、主務省令で定めるところ

により、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と
共同して、その設置する文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の
強化に関する計画（拠点計画）を作成し、主務大臣の認定を申請することができる
（第４条第１項）。 

    拠点計画には、当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強
化に関する基本的な方針、拠点計画の目標、前号の目標を達成するために行う文化
観光拠点施設機能強化事業の内容、実施主体及び実施時期、文化観光拠点施設機能
強化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法、計画期間、その他主務省令
で定める事項を記載するものとした（同条第２項各号）。 

 
  ２）認定、報告徴収、認定取消 
    主務大臣は、拠点計画の認定申請があった場合、当該申請に係る拠点計画が、基

本方針に照らして適切なものであること、当該拠点計画の実施が当該文化資源保存
活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に寄与するものであると認められ
ること、円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであることの各要件に適合す
ると認められるときは、その認定をするものとした（同条第３項）。 

    主務大臣は、拠点計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該拠点計画
に係る市町村及び都道府県の意見を聴かなければならないこととし（同条第４項）、
認定をしたときは、当該認定に係る拠点計画の内容を公表するものとした（同条第
５項）。 

    主務大臣は、拠点計画の認定を受けた者に対し、実施状況について報告を求める
ことができ（第６条）、認定拠点計画が認定要件に適合しなくなったと認めるとき
は、その認定を取り消すことができる（第７条）。 
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【拠点計画の申請・認定のイメージ】 
 

  
出所：文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案の概要 
 
  ３）認定拠点計画に基づく事業に対する特別の措置 
    本法は、文化観光拠点施設機能強化事業を行おうとする者が認定拠点計画に基づ

く事業の実施について、観光旅客の移動の利便の増進を図る事業の実施に当たって
の道路運送法、海上運送法その他の関係法律に基づく手続について特例を設けた。 

    まず、認定拠点計画に基づいて電車・バス・フェリー等の共通乗車船券の運賃・
料金の割引を行う場合、本来は各運送事業者が個別に国土交通大臣に届出をしなけ
ればならないところ、当該運送事業者が共同して国土交通大臣にその旨の届出を一
括して行うことにより、各運送事業者が各法に基づく届出をしたものとみなされる
こととした（第８条）。 

    次に、道路運送法の特例を設け、認定拠点計画に基づいて運送事業者が乗合バス
の運行回数の増加等を行う際、当該乗合バスに係る事業計画又は運行計画の変更に
ついて、本来は認可を受け又は届出を行わなければならないところ、国土交通大臣
にその旨を事後に遅滞なく届け出ることによって足りることとした（第９条）。 

    また、海上運送法の特例を設け、旅客定員12人以下の船舶による航路事業の開始
手続について、本来は事前の届け出を要するところ、拠点計画に記載し認定を受け
ることで届出をしたものとみなすこととし（第10条第１項）、旅客定員13人以上の
船舶運行回数の増加等に係る認可又は事前届け出については、国土交通大臣にその
旨を事後に遅滞なく届け出ることによって足りることとした（同条第２項）。 

 

－ 11 － 

(５) 地域計画 
  １）協議会 
    市町村又は都道府県は、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内

について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体
的な推進を図るために必要な協議を行うため、当該市町村又は都道府県のほか、文
化観光拠点施設等の設置者や文化観光推進事業者、関係する住民、学識経験者等に
よって構成される協議会を組織することができることとした（第11条）。 

    協議会の設置主体は市町村又は都道府県としているが、当該市町村又は都道府県
において協議会が設置されていない場合、文化観光拠点施設又は文化観光拠点施設
になろうとする文化資源保存活用施設の設置者は、市町村又は都道府県に対し協議
会の組織を要請することができることとした（同条第３項）。 

    市町村又は都道府県は、協議会を組織したときは、その旨を遅滞なく公表しなけ
ればならない（同条第４項）。協議会の組織が公表されたとき、文化観光拠点施設
等の設置者又は文化観光推進事業者は、自己を協議会の構成員として加えるよう市
町村又は都道府県に対し申し出ることができる（同条第５項）。この場合において、
申出を受けた市町村又は都道府県は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応
じなければならない（同条第６項）。 

 
  ２）申 請 
    協議会において、基本方針に基づき、文化観光拠点施設を中核とした地域におけ

る文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画（地域計画）を作成したときは、
市町村又は都道府県、中核とする文化観光拠点施設の設置者及び地域文化観光推進
事業の実施主体である文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の認定を申請する
ことができる（第12条第１項）。 

    地域計画には、地域計画の区域、中核とする文化観光拠点施設の名称及び位置、
計画区域における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推
進に関する基本的な方針、地域計画の目標、目標を達成するために行う地域文化観
光推進事業の内容、実施主体及び実施時期、地域文化観光推進事業を行うのに必要
な資金の額及びその調達方法、計画期間、その他主務省令で定める事項を記載する
こととした（同条第２項）。 

 

－ 224 －



－ 10 － 

【拠点計画の申請・認定のイメージ】 
 

  
出所：文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案の概要 
 
  ３）認定拠点計画に基づく事業に対する特別の措置 
    本法は、文化観光拠点施設機能強化事業を行おうとする者が認定拠点計画に基づ

く事業の実施について、観光旅客の移動の利便の増進を図る事業の実施に当たって
の道路運送法、海上運送法その他の関係法律に基づく手続について特例を設けた。 

    まず、認定拠点計画に基づいて電車・バス・フェリー等の共通乗車船券の運賃・
料金の割引を行う場合、本来は各運送事業者が個別に国土交通大臣に届出をしなけ
ればならないところ、当該運送事業者が共同して国土交通大臣にその旨の届出を一
括して行うことにより、各運送事業者が各法に基づく届出をしたものとみなされる
こととした（第８条）。 

    次に、道路運送法の特例を設け、認定拠点計画に基づいて運送事業者が乗合バス
の運行回数の増加等を行う際、当該乗合バスに係る事業計画又は運行計画の変更に
ついて、本来は認可を受け又は届出を行わなければならないところ、国土交通大臣
にその旨を事後に遅滞なく届け出ることによって足りることとした（第９条）。 

    また、海上運送法の特例を設け、旅客定員12人以下の船舶による航路事業の開始
手続について、本来は事前の届け出を要するところ、拠点計画に記載し認定を受け
ることで届出をしたものとみなすこととし（第10条第１項）、旅客定員13人以上の
船舶運行回数の増加等に係る認可又は事前届け出については、国土交通大臣にその
旨を事後に遅滞なく届け出ることによって足りることとした（同条第２項）。 
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(５) 地域計画 
  １）協議会 
    市町村又は都道府県は、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内

について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体
的な推進を図るために必要な協議を行うため、当該市町村又は都道府県のほか、文
化観光拠点施設等の設置者や文化観光推進事業者、関係する住民、学識経験者等に
よって構成される協議会を組織することができることとした（第11条）。 
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において協議会が設置されていない場合、文化観光拠点施設又は文化観光拠点施設
になろうとする文化資源保存活用施設の設置者は、市町村又は都道府県に対し協議
会の組織を要請することができることとした（同条第３項）。 

    市町村又は都道府県は、協議会を組織したときは、その旨を遅滞なく公表しなけ
ればならない（同条第４項）。協議会の組織が公表されたとき、文化観光拠点施設
等の設置者又は文化観光推進事業者は、自己を協議会の構成員として加えるよう市
町村又は都道府県に対し申し出ることができる（同条第５項）。この場合において、
申出を受けた市町村又は都道府県は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応
じなければならない（同条第６項）。 

 
  ２）申 請 
    協議会において、基本方針に基づき、文化観光拠点施設を中核とした地域におけ

る文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画（地域計画）を作成したときは、
市町村又は都道府県、中核とする文化観光拠点施設の設置者及び地域文化観光推進
事業の実施主体である文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の認定を申請する
ことができる（第12条第１項）。 

    地域計画には、地域計画の区域、中核とする文化観光拠点施設の名称及び位置、
計画区域における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推
進に関する基本的な方針、地域計画の目標、目標を達成するために行う地域文化観
光推進事業の内容、実施主体及び実施時期、地域文化観光推進事業を行うのに必要
な資金の額及びその調達方法、計画期間、その他主務省令で定める事項を記載する
こととした（同条第２項）。 
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【地域計画の申請・認定イメージ】 
 

  
出所：文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案の概要 
 
  ３）認定、報告徴収、認定取消 
    主務大臣は、地域計画認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域計

画が、基本方針に照らして適切なものであること、当該地域計画の実施が計画区域
における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推進に寄与
するものであると認められること、円滑かつ確実に実施されると見込まれるもので
あることの要件に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする
（同条第４項）。 

    そして、主務大臣は、地域計画を認定したときは、主務省令で定めるところによ
り、当該認定に係る地域計画の内容を公表するものとする（同条第５項）。 

    主務大臣は、認定した地域計画が予定通り実施されているかを確認するため、計
画の実施状況について報告を求めることができ（第14条）、認定地域計画が認定の
基準に適合しなくなったと認められる場合は、認定を取り消すことができる（第15
条第１項）。 

 
  ４）認定地域計画に基づく事業に対する特別の措置 
   ① 文化財の登録の提案 
     文化財保護法に基づく文化財の登録の提案についての特例を定めた。すなわち、

地域文化観光推進事業を実施しようとする市町村又は都道府県が、地域における
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文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化
財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のための
措置を行うものに関する事項が記載された地域計画について主務大臣の認定を受
けた場合には、当該市町村又は都道府県の教育委員会（地方文化財保護審議会を
置くものに限る)(11)は、当該文化財であって文化財保護法の規定（第57条第１項、
第90条第１項又は第132条第１項）により登録されることが適当であると思料す
るものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、
当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができることとした。
なお、文化財登録の提案の際には、あらかじめ地方文化財保護審議会の意見を聴
かなければならない（第16条）。 

   ② 共通乗車船券、道路運送法、海上運送法の特例 
     拠点計画の認定の場合と同様、地域計画の認定の場合においても、道路運送法、

海上運送法その他の関係法律に基づく手続についての特例を認めることとし、拠
点計画における特例に関する規定（第８条から第10条）を準用することとした
（第17条）。 

 
    拠点計画と地域計画はそれぞれ独立したものであるが、両方が策定される場合に

は整合性がとれたものである必要がある。そのため、地域計画を策定する協議会に
おいて、必要に応じて拠点計画の策定について議論することも考えられる。2020年
11月時点において、拠点計画が15、地域計画が10の合わせて25の計画が認定を受け
ている(12)。 

 
(６) 国等の援助 
  １）国等の援助及び連携 
    国及び地方公共団体は、拠点計画又は地域計画の認定を受けた者に対し、計画の

円滑かつ確実な実施に関し必要な助言等を行うように努めなければならないとし、
さらに、国、地方公共団体、文化資源保存活用施設の設置者及び文化観光推進事業
者は、拠点計画又は地域計画の認定の有無によらず、文化観光拠点施設を中核とし

 
(11) 条例を制定し、文化財の保護に関する事務を教育委員会から長に移管した地方公共団体に

あっては、その長。 
(12) 観光庁ホームページ（https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001372860.pdf）文末資料。 
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文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化
財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のための
措置を行うものに関する事項が記載された地域計画について主務大臣の認定を受
けた場合には、当該市町村又は都道府県の教育委員会（地方文化財保護審議会を
置くものに限る)(11)は、当該文化財であって文化財保護法の規定（第57条第１項、
第90条第１項又は第132条第１項）により登録されることが適当であると思料す
るものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、
当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができることとした。
なお、文化財登録の提案の際には、あらかじめ地方文化財保護審議会の意見を聴
かなければならない（第16条）。 

   ② 共通乗車船券、道路運送法、海上運送法の特例 
     拠点計画の認定の場合と同様、地域計画の認定の場合においても、道路運送法、

海上運送法その他の関係法律に基づく手続についての特例を認めることとし、拠
点計画における特例に関する規定（第８条から第10条）を準用することとした
（第17条）。 

 
    拠点計画と地域計画はそれぞれ独立したものであるが、両方が策定される場合に

は整合性がとれたものである必要がある。そのため、地域計画を策定する協議会に
おいて、必要に応じて拠点計画の策定について議論することも考えられる。2020年
11月時点において、拠点計画が15、地域計画が10の合わせて25の計画が認定を受け
ている(12)。 

 
(６) 国等の援助 
  １）国等の援助及び連携 
    国及び地方公共団体は、拠点計画又は地域計画の認定を受けた者に対し、計画の

円滑かつ確実な実施に関し必要な助言等を行うように努めなければならないとし、
さらに、国、地方公共団体、文化資源保存活用施設の設置者及び文化観光推進事業
者は、拠点計画又は地域計画の認定の有無によらず、文化観光拠点施設を中核とし

 
(11) 条例を制定し、文化財の保護に関する事務を教育委員会から長に移管した地方公共団体に

あっては、その長。 
(12) 観光庁ホームページ（https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001372860.pdf）文末資料。 
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た地域における文化観光の推進に関し、相互に連携を図り協力していかなければな
らないこととした（第18条）。 

 
  ２）独立行政法人による助言等 
    国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構及び日本芸術文化振興会の独立行

政法人は、拠点計画又は地域計画の認定を受けた文化資源保存活用施設の設置者や
市町村・都道府県の求めに応じ、国内外からの観光旅客が文化についての理解を深
めることに資するために必要な、情報通信技術を活用した展示、外国語による情報
の提供その他の国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資する
措置の実施に必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならないこととした
（第19条）。 

 
  ３）海外における宣伝等の措置 
    ＪＮＴＯは、拠点計画の認定を受けた文化観光拠点施設及び地域計画の認定を受

けた計画区域について、海外における宣伝を行うほか、拠点計画又は地域計画の認
定を受けた者の求めに応じ、宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなけ
ればならない（第20条）。日本政府観光局のインフラや海外における宣伝等のノウ
ハウを活用して、認定を受けた拠点計画又は地域計画についての情報を発信し、国
外からの観光旅客の来訪を促進しようとするものである。 

 
  ４）国等による資料の公開への協力 
    国、国立科学博物館、国立美術館及び国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中

核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光
拠点施設において公開の用に供するため出品するよう当該文化観光拠点施設の設置
者から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならないこととし
た（第21条）。 

 
  

－ 15 － 

 
 4. 国会における審議 
 
(１) 審議の経過 
   本法案は、第201回国会において、内閣提出法案第19号として提出され、衆議院の

文部科学委員会及び参議院の文教科学委員会に付託された。両院の付託委員会いずれ
においても全会一致で可決され、本会議においても全会一致で可決された。法案の国
会における審議経過は、以下のとおりである。 

 
「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案」 
 

項  目 内  容 
議案種類 閣法 
議案提出回次 201 
議案番号 19 
衆議院議案受理年月日 令和２年２月７日 
衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 令和２年３月17日／文部科学 
衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 令和２年３月25日／可決 
衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 令和２年３月26日／可決 
衆議院審議時会派態度 全会一致 
参議院議案受理年月日 令和２年 ３月26日 
参議院付託年月日／参議院付託委員会 令和２年 ４月１日／文教科学 
参議院審査終了年月日／参議院審査結果 令和２年 ４月７日／可決 
参議院審議終了年月日／参議院審議結果 令和２年 ４月10日／可決 
公布年月日／法律番号 令和２年 ４月17日／18 
 
(２) 法律案の提案理由及び内容の概要 
   萩生田光一文部科学大臣による法律案の提案理由及び法律案の概要は以下のとおり

である(13)。 
 

 
 我が国においては、地域におけるさまざまな文化資源の保存及び活用を通じた文化
による国づくりを推進するとともに、日本文化の魅力を国内外に向けて積極的に発信
することに政府を挙げて取り組んでまいりました。本年開催される東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会は、世界じゅうの注目が日本に集まる絶好の機会であ

 
(13) 第201回国会衆議院文部科学委員会第４号（令和２年３月18日）。 
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衆議院審議時会派態度 全会一致 
参議院議案受理年月日 令和２年 ３月26日 
参議院付託年月日／参議院付託委員会 令和２年 ４月１日／文教科学 
参議院審査終了年月日／参議院審査結果 令和２年 ４月７日／可決 
参議院審議終了年月日／参議院審議結果 令和２年 ４月10日／可決 
公布年月日／法律番号 令和２年 ４月17日／18 
 
(２) 法律案の提案理由及び内容の概要 
   萩生田光一文部科学大臣による法律案の提案理由及び法律案の概要は以下のとおり

である(13)。 
 

 
 我が国においては、地域におけるさまざまな文化資源の保存及び活用を通じた文化
による国づくりを推進するとともに、日本文化の魅力を国内外に向けて積極的に発信
することに政府を挙げて取り組んでまいりました。本年開催される東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会は、世界じゅうの注目が日本に集まる絶好の機会であ

 
(13) 第201回国会衆議院文部科学委員会第４号（令和２年３月18日）。 
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り、この機を捉えて文化の振興、観光の振興及び地域の活性化の好循環を創出するた
め、地域において文化についての理解を深めることができる機会を拡大し、国内外か
らの観光旅客の来訪を促進していくことが重要となっております。 
 この法律案は、このような観点から、文化観光拠点施設を中核とした地域における
文化観光を推進するため、主務大臣が定める基本方針に基づく拠点計画及び地域計画
の認定や、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定める
ものであります。 
 次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。   
 第一に、文部科学大臣及び国土交通大臣は、主務大臣として、文化観光拠点施設を
中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定めることとしておりま
す。 
 第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該
施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができると
するとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施
設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一
体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの
計画について認定をするものとしております。 
 第三に、当該認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業に対して関係法律の
特例措置等を講ずるほか、国等は、その所有する文化資源を文化観光拠点施設におい
て公開することに協力するよう努めることとしております。 
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 
 

 
 
(３) 主な審議内容 
   本法案については、法案の趣旨説明を除いて、衆議院の文部科学委員会において２

回、参議院の文教科学委員会において１回の審査がそれぞれ行われた。以下では、両
委員会における審査内容を争点ごとに要約することとする。 

 
【新型コロナの影響】 
○石井浩郎委員 新型コロナウイルスの対応で文化イベントの自粛に伴う文化関係者への

影響、また、インバウンドの減少で観光業界への影響が出ているときに文化観光の推進
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を議論するのかという声も一部あるなか、この法案を準備しておく必要性はどこにある
のか。 

○今里讓政府参考人（文化庁次長） 現在の感染拡大防止に取り組む期間は、本法案が目
指す文化観光の推進による地域の活性化に向けての助走期間として、各施設や自治体に
おいて取組の構想を検討する期間と位置付けられると考えている。具体的には、地域の
現状分析や目標の設定を行った上で、文化資源の魅力の向上、多言語化、キャッシュレ
ス、交通アクセスの充実など、事業への円滑な着手に向けて計画を検討してもらう。文
化施設や自治体から、本法案における取組を早期に行いたいという要望があり、本法案
の成立後、速やかに政省令の制定、基本方針の策定を行い、文化観光を推進するための
制度的な仕組みを整えたいと考えている(14)。 

 
【本法の用いる手法の是非について】 
○吉良州司委員 他省庁、他案件についても、ほとんど類似のパターンが多い。目的を設

定し、その目的を達成するために主務大臣が基本方針を定める、そして基本方針のもと、
それに沿う形で計画をつくる、申請して認可されれば、補助金を含めて何らかの支援が
得られる。この手法によって、本当に法案の目的が達成できると考えるか。 

○萩生田光一国務大臣（文部科学大臣） 今までなかなか国の光が当たらなかった、国が
目を向けることもなかったような埋もれた施設を、地元がブラッシュアップして、みん
なでこれを拠点に町づくりをしていく、文化の盛り上げをしていくということを提案し
てもらうことが極めて重要だと思い、そういう提出を期待している(15)。 

○舩後靖彦委員 拠点計画及び、地域計画の策定にはコンサルタントを入れて進められる
こともあろうが、そのような場合、認定という結果を重視し、地域の実態や要望と懸け
離れた内容が盛り込まれてしまい、せっかく作って認定された計画が地域住民から浮い
てしまうことになりがち。その点、地域文化の拠点となることを重視した計画策定が重
要だが、拠点計画、地域計画を認定するに当たり、どのような項目、基準を考えている
か。 

○萩生田大臣 説明上手な申請書が出てきて、それをもって了とするのではなくて、大事
なのはやっぱり地域の盛り上がり、地域の皆さんの協力だと思う。地域の皆さん、様々

 
(14) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号（令和２年４月７日）。 
(15) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号（令和２年３月25日）。 
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(14) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号（令和２年４月７日）。 
(15) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号（令和２年３月25日）。 
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な人たちと協力しながら是非申請書を作って、皆さんが同じ思いでその認定を待ってい
ただくということが極めて大事だと思うので、コンサル任せの申請書をうのみをするよ
うなことのないように、しっかりと目を配って行きたい(16)。 

 
【観光振興等を通じた地方創生や地域経済の活性化の方策としての文化財の活用】 
○城井崇委員 文化財の保存から観光振興等を通じた地方創生や地域経済の活性化の方策

として活用を推進する動きが強まる中、保存がおろそかになるのではないか。 
○萩生田大臣 文化財の保存と活用は、ともに文化財の保護には重要な柱であり、本法案

に基づく文化観光の推進により更に保存と活用のサイクルをしっかり回していくことが
大事。文化財の保存に関しては、文部科学省において、文化財保護法に基づく文化財の
指定や現状変更規制などの保護措置等を講じるほか、文化財の適切な周期での修理や防
災対策に要する経費の支援を行い、文化財の保存が着実になされるように取り組んでい
る(17)。 

○畑野君枝委員 本法案は、文化財や博物館を観光振興や地域活性化に活用しようという
ものだが、その活用は、文化財の確実な保存、継承や博物館の本来の機能の発揮がしっ
かりと確保されてこそ図られるべき。そうした趣旨を国の基本方針に反映させるべきで
はないか。 

○萩生田大臣 本法案における文化観光を推進していく上で、文化財の確実な保存、継承
や博物館等の文化施設が本来の機能を発揮することは必要不可欠な基盤だと考えている。
また、本法案は、文化の振興を起点として観光の振興と地域の活性化につなげ、これに
よる経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的として地域にお
ける文化観光を推進していくもので、これによって更にこのような基盤を強化していく
ことができると考えており、このような趣旨については基本方針においても盛り込んで
いくことを想定している(18)。 

 
【平成三十年の文部科学省設置法の改正との関係】 
○宮路拓馬委員 博物館行政を文化庁に移管したが、そのことにより何が変わったのか、

そしてそれが今般の法改正にどう結びついたのか。 
 

(16) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
(17) 第201回国会衆議院文部科学委員会第５号（令和２年３月24日）。 
(18) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
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○今里政府参考人 従前、博物館に関する事務は、美術館及び歴史博物館以外は文部科学
省本省が所掌していた。平成三十年の文部科学省設置法の改正により、博物館に関する
事務は文化庁が一括して所管することになったことにより、文化庁において、博物館に
関する横断的な政策立案が可能となり、社会教育施設としての博物館の振興を図ること
が可能となった。あわせて、今回の法案にも関連して、観光、町づくり、産業等の多様
な分野との連携を通じたさらなる活性化方策について、関係省庁との議論も進みやすく
なった。また、博物館の制度や振興方策等を総合的に検討する場として、文化審議会に
博物館部会を新設しており、そこでの議論も踏まえつつ、必要な取組を進める(19)。 

 
【文化観光拠点施設】 
○石井委員 文化観光拠点施設とは具体的にどのような施設なのか。日本が誇る文化資源

には、歴史的資料や美術品などの有形のものだけではなく、例えば地域の伝統的なお祭
りなどの無形のものも当然あるが、全て対象に含まれることとなるのか。また、この法
案ではなぜこのような施設を中核とする必要があったのか。 

○今里政府参考人 文化観光拠点施設には、歴史博物館や美術館のみならず、動物園、漫
画、アニメの資料館や寺社仏閣の宝物館、お祭りなどの伝統芸能の資料館等も含まれ得
る。また、有形無形の文化的所産などの文化財の保存、活用については、文化財保護法
等に基づいて各種施策を講じてきたが、本法案のように、施設に着目して文化観光を推
進する法律はこれまでなかった。本法案においては、魅力ある文化資源が集積して、そ
の魅力について解説、紹介を行う施設が中核となり、その周辺地域も巻き込んだ取組を
通じて文化観光の推進に当たり、これらの拠点となる施設と地域の事業者や自治体とが
恒常的に連携した事業実施体制、これを構築することにより、文化観光拠点施設や周辺
地域へ国内外からの観光旅客が一時的ではなく恒常的に来訪し、その経済効果が文化の
振興に再投資されることで、文化、観光、地域活性化の好循環を生み出すことができる
と考えている(20)。 

 
【拠点計画と地域計画】 
○宮路委員 今般、拠点施設となるに当たり、拠点計画と地域計画という二種類の計画が

 
(19) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
(20) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
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かりと確保されてこそ図られるべき。そうした趣旨を国の基本方針に反映させるべきで
はないか。 

○萩生田大臣 本法案における文化観光を推進していく上で、文化財の確実な保存、継承
や博物館等の文化施設が本来の機能を発揮することは必要不可欠な基盤だと考えている。
また、本法案は、文化の振興を起点として観光の振興と地域の活性化につなげ、これに
よる経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的として地域にお
ける文化観光を推進していくもので、これによって更にこのような基盤を強化していく
ことができると考えており、このような趣旨については基本方針においても盛り込んで
いくことを想定している(18)。 

 
【平成三十年の文部科学省設置法の改正との関係】 
○宮路拓馬委員 博物館行政を文化庁に移管したが、そのことにより何が変わったのか、

そしてそれが今般の法改正にどう結びついたのか。 
 

(16) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
(17) 第201回国会衆議院文部科学委員会第５号（令和２年３月24日）。 
(18) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
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○今里政府参考人 従前、博物館に関する事務は、美術館及び歴史博物館以外は文部科学
省本省が所掌していた。平成三十年の文部科学省設置法の改正により、博物館に関する
事務は文化庁が一括して所管することになったことにより、文化庁において、博物館に
関する横断的な政策立案が可能となり、社会教育施設としての博物館の振興を図ること
が可能となった。あわせて、今回の法案にも関連して、観光、町づくり、産業等の多様
な分野との連携を通じたさらなる活性化方策について、関係省庁との議論も進みやすく
なった。また、博物館の制度や振興方策等を総合的に検討する場として、文化審議会に
博物館部会を新設しており、そこでの議論も踏まえつつ、必要な取組を進める(19)。 

 
【文化観光拠点施設】 
○石井委員 文化観光拠点施設とは具体的にどのような施設なのか。日本が誇る文化資源

には、歴史的資料や美術品などの有形のものだけではなく、例えば地域の伝統的なお祭
りなどの無形のものも当然あるが、全て対象に含まれることとなるのか。また、この法
案ではなぜこのような施設を中核とする必要があったのか。 

○今里政府参考人 文化観光拠点施設には、歴史博物館や美術館のみならず、動物園、漫
画、アニメの資料館や寺社仏閣の宝物館、お祭りなどの伝統芸能の資料館等も含まれ得
る。また、有形無形の文化的所産などの文化財の保存、活用については、文化財保護法
等に基づいて各種施策を講じてきたが、本法案のように、施設に着目して文化観光を推
進する法律はこれまでなかった。本法案においては、魅力ある文化資源が集積して、そ
の魅力について解説、紹介を行う施設が中核となり、その周辺地域も巻き込んだ取組を
通じて文化観光の推進に当たり、これらの拠点となる施設と地域の事業者や自治体とが
恒常的に連携した事業実施体制、これを構築することにより、文化観光拠点施設や周辺
地域へ国内外からの観光旅客が一時的ではなく恒常的に来訪し、その経済効果が文化の
振興に再投資されることで、文化、観光、地域活性化の好循環を生み出すことができる
と考えている(20)。 

 
【拠点計画と地域計画】 
○宮路委員 今般、拠点施設となるに当たり、拠点計画と地域計画という二種類の計画が

 
(19) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
(20) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
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ある。なぜ二種類にしたのか。 
○今里政府参考人 二つの取組のうち、前者、すなわち文化施設の機能強化の取組は文化

施設の設置者が拠点計画を作成して取り組む、そして後者、文化施設を中核とした地域
単位での総合的かつ一体的な取組は都道府県又は市町村が組織した協議会が地域計画を
作成して取り組む、こういう仕組みになっており、それぞれの文化施設や地域の実情に
応じて、実施主体が責任を持って取組を進めることができるような仕組みとしてい
る(21)。 

○畑野委員 地域計画を作成する協議会の構成員には、どのような人を想定しているのか。
また、協議会を構成するに当たっては、地域住民の意向の反映や、文化財や博物館に関
する学識経験者の知見を尊重するとの観点を基本方針に盛り込むべきではないか。 

○萩生田大臣 地域の住民の意見や、地域の文化財や文化施設等に関する学識経験者等の
知見等を反映させることによって、地域の実情を踏まえ、地域に支えられた持続可能な
形での文化観光を推進していくことができると考えており、このような趣旨も基本方針
にしっかり盛り込んでいくことを想定している(22)。 

○石井委員 文化観光拠点施設の定義として、文化資源についての解説、紹介や文化観光
推進事業者との連携ということがその要件として定められているが、これはどういった
趣旨でどういう内容を想定しているのか。 

○今里政府参考人 まず、文化資源についての解説、紹介については、国内外からの来訪
者が文化についての理解を深めることに資するように、例えば文化資源の魅力について
歴史的、文化的背景などとともに分かりやすく伝えることとか、二次元コードなどの活
用による解説、紹介のデジタル化や、高精細映像やＶＲ等を活用した体験プログラムな
どの情報通信技術の活用、我が国の文化に関する前提となる知識や理解を補って、外国
人にも分かりやすい内容での多言語化などを行うことが必要となる。また、文化観光推
進事業者との連携については、観光地域づくり法人、いわゆるＤＭＯ、あるいは観光協
会、旅行業者等の民間事業者など、地域において文化観光の推進を戦略的に行うための
企画、立案ができる者とともに多様な関係者との連携体制の構築、各種データの収集、
分析、これに基づく戦略の策定、ＫＰＩの設定やＰＤＣＡサイクルの確立、国内外への
情報発信などを行うことに加え、地域の交通事業者、飲食店や土産物屋、宿泊施設等の

 
(21) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
(22) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
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関係事業者とともに共同事業の企画や実施を行うことが必要になると考えている(23)。 
 
【特例措置と支援策】 
○城井崇委員 共通乗車船券について、既に外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観

光の振興に関する法律第六条等において同様の仕組みが運用されているのに、なぜ今回
の措置の提案に至ったのか。 

○和田政宗（国土交通大臣政務官） 国際観光振興法では外国人観光客を対象とする手続
の緩和が措置されているが、本法案では、文化観光拠点施設への交通アクセスの改善を
図る場合には、日本人も含めた内外の観光客を対象とする手続の緩和が措置されること
になる(24)。 

○宮路委員 国の支援措置の中で、国等による文化資源の公開への協力ということが掲げ
られているが、その具体的な内容はなにか。 

○今里政府参考人 本法案では、国や国立博物館に対して、その所有する文化資源を地域
の文化観光拠点施設において公開するよう求められた場合にはこれに協力する努力義務
を規定している。これにより、例えば、国や国立博物館の所有する各地域ゆかりの土器
などの出土品、旧大名家に伝わる調度品等の文化資源を各地の文化観光拠点施設で見る
ことができ、当該施設にある展示品とともに、地域ゆかりの文化資源の魅力を高めるこ
とにつながる。なお、令和二年度予算案では、国際観光旅客税を活用した事業として、
国等が有する地域ゆかりの文化財等を活用し、地域の歴史、文化を魅力的に発信する地
方博物館の取組を支援することとしており、本法案で認定された拠点計画又は地域計画
に基づく取組である場合には、補助率のかさ上げを行うことが可能である(25)。 

○宮路委員 国からの支援措置の中で、日本政府観光局、いわゆるＪＮＴＯによる海外宣
伝等があるが、その具体的な内容はなにか。 

○村田茂樹政府参考人（観光庁観光地域振興部長） 本法案における拠点計画や地域計画
の認定を受けた文化観光拠点施設や地域に関しては、海外各地に事務所を多数有するな
どネットワークを有する日本政府観光局、ＪＮＴＯにおいて、ウエブサイトやＳＮＳ等
を活用した情報発信とか、現地旅行会社によるツアーの造成を促すための旅行会社の招
請や商談会、また海外メディアによる情報発信を働きかけるためのメディア招請などの

 
(23) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
(24) 第201回国会衆議院文部科学委員会第５号。 
(25) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
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ある。なぜ二種類にしたのか。 
○今里政府参考人 二つの取組のうち、前者、すなわち文化施設の機能強化の取組は文化

施設の設置者が拠点計画を作成して取り組む、そして後者、文化施設を中核とした地域
単位での総合的かつ一体的な取組は都道府県又は市町村が組織した協議会が地域計画を
作成して取り組む、こういう仕組みになっており、それぞれの文化施設や地域の実情に
応じて、実施主体が責任を持って取組を進めることができるような仕組みとしてい
る(21)。 

○畑野委員 地域計画を作成する協議会の構成員には、どのような人を想定しているのか。
また、協議会を構成するに当たっては、地域住民の意向の反映や、文化財や博物館に関
する学識経験者の知見を尊重するとの観点を基本方針に盛り込むべきではないか。 

○萩生田大臣 地域の住民の意見や、地域の文化財や文化施設等に関する学識経験者等の
知見等を反映させることによって、地域の実情を踏まえ、地域に支えられた持続可能な
形での文化観光を推進していくことができると考えており、このような趣旨も基本方針
にしっかり盛り込んでいくことを想定している(22)。 

○石井委員 文化観光拠点施設の定義として、文化資源についての解説、紹介や文化観光
推進事業者との連携ということがその要件として定められているが、これはどういった
趣旨でどういう内容を想定しているのか。 

○今里政府参考人 まず、文化資源についての解説、紹介については、国内外からの来訪
者が文化についての理解を深めることに資するように、例えば文化資源の魅力について
歴史的、文化的背景などとともに分かりやすく伝えることとか、二次元コードなどの活
用による解説、紹介のデジタル化や、高精細映像やＶＲ等を活用した体験プログラムな
どの情報通信技術の活用、我が国の文化に関する前提となる知識や理解を補って、外国
人にも分かりやすい内容での多言語化などを行うことが必要となる。また、文化観光推
進事業者との連携については、観光地域づくり法人、いわゆるＤＭＯ、あるいは観光協
会、旅行業者等の民間事業者など、地域において文化観光の推進を戦略的に行うための
企画、立案ができる者とともに多様な関係者との連携体制の構築、各種データの収集、
分析、これに基づく戦略の策定、ＫＰＩの設定やＰＤＣＡサイクルの確立、国内外への
情報発信などを行うことに加え、地域の交通事業者、飲食店や土産物屋、宿泊施設等の

 
(21) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
(22) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
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関係事業者とともに共同事業の企画や実施を行うことが必要になると考えている(23)。 
 
【特例措置と支援策】 
○城井崇委員 共通乗車船券について、既に外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観

光の振興に関する法律第六条等において同様の仕組みが運用されているのに、なぜ今回
の措置の提案に至ったのか。 

○和田政宗（国土交通大臣政務官） 国際観光振興法では外国人観光客を対象とする手続
の緩和が措置されているが、本法案では、文化観光拠点施設への交通アクセスの改善を
図る場合には、日本人も含めた内外の観光客を対象とする手続の緩和が措置されること
になる(24)。 

○宮路委員 国の支援措置の中で、国等による文化資源の公開への協力ということが掲げ
られているが、その具体的な内容はなにか。 

○今里政府参考人 本法案では、国や国立博物館に対して、その所有する文化資源を地域
の文化観光拠点施設において公開するよう求められた場合にはこれに協力する努力義務
を規定している。これにより、例えば、国や国立博物館の所有する各地域ゆかりの土器
などの出土品、旧大名家に伝わる調度品等の文化資源を各地の文化観光拠点施設で見る
ことができ、当該施設にある展示品とともに、地域ゆかりの文化資源の魅力を高めるこ
とにつながる。なお、令和二年度予算案では、国際観光旅客税を活用した事業として、
国等が有する地域ゆかりの文化財等を活用し、地域の歴史、文化を魅力的に発信する地
方博物館の取組を支援することとしており、本法案で認定された拠点計画又は地域計画
に基づく取組である場合には、補助率のかさ上げを行うことが可能である(25)。 

○宮路委員 国からの支援措置の中で、日本政府観光局、いわゆるＪＮＴＯによる海外宣
伝等があるが、その具体的な内容はなにか。 

○村田茂樹政府参考人（観光庁観光地域振興部長） 本法案における拠点計画や地域計画
の認定を受けた文化観光拠点施設や地域に関しては、海外各地に事務所を多数有するな
どネットワークを有する日本政府観光局、ＪＮＴＯにおいて、ウエブサイトやＳＮＳ等
を活用した情報発信とか、現地旅行会社によるツアーの造成を促すための旅行会社の招
請や商談会、また海外メディアによる情報発信を働きかけるためのメディア招請などの

 
(23) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
(24) 第201回国会衆議院文部科学委員会第５号。 
(25) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
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海外宣伝を行うように努めることとしている。文化観光拠点施設や地域については、こ
のような効果的な海外宣伝を行うことで、文化観光拠点施設や地域に対する外国人旅行
者の来訪を促進して行きたいと考えている(26)。 

○横沢高徳委員 令和二年度予算には、本法律案で認定された拠点計画、地域計画に基づ
く事業に対しての支援を行う新規事業として博物館クラスター推進事業が計上されてい
る。一方、文化庁は、平成三十年度及び令和元年度にも同趣旨の事業を計上し、観光振
興、多言語化による国際発信、ユニークベニューの促進など、博物館を中核とした文化
集積地区、クラスターの創出に向けての支援を行ってきた。従来の予算事業を充実させ
ていくのではなく、あえて本法律案を提出する必要性は何なのか、従来の予算事業には
何の問題があったのか。 

○今里政府参考人 従来の取組を本法案と相まって更に進めるために、新たな博物館等を
中心とした文化クラスター推進事業を、この法案により認定が行われた拠点計画、地域
計画での取組に対して支援をすることを考えている。既存事業から支援対象経費を拡充
した点について説明すると、新たに文化資源の磨き上げとかWiFi、キャッシュレスの整
備、学芸員等の確保、バリアフリー、展示改修等の整備等について支援を従前より上乗
せして行えるというところである(27)。 

○水岡俊一委員 どのように学芸員を確保しようとしているのか、その学芸員の育成にど
のように関わってきているのか。 

○今里政府参考人 文部科学省では、従来から、学芸員を始めとした人材の育成確保など
に向けた取組として学芸員の資質向上のための各種の研修事業等を実施しているが、令
和二年度からは、こうした人材育成に係る予算や内容面について拡充をして実施してい
く。具体的には、博物館の人材育成に関する経費、昨年、令和元年度予算では一千三百
万円であったが、これを約四倍の五千六百万円とし、拡充した予算を組んでいる。そし
て、これを活用して、従来から取り組んできた中堅学芸員、新任博物館館長、博物館マ
ネジメント層、教育普及活動向けなどの多様な研修を実施するほか、令和二年度からは
若手学芸員等の海外研修事業の対象人数や期間を拡大。具体的には、令和元年度はその
人数が二名から五名程度であったところが、令和二年度は予算上五名から十名を派遣す
る、そして期間については、令和元年度一か月から三か月程度としていたのを三か月か

 
(26) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
(27) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
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ら一年の期間とするという形に拡充して、派遣期間中の人的な補填も行うなど、多様な
ニーズに対応した人材育成に努めていく。また、このような予算の事業を進めつつ、平
成三十年十月の文化庁の組織再編に伴い、従前、美術館及び歴史博物館のみが所管で
あったものを博物館全体の所管を文化庁に一元化したことを踏まえて、昨年十一月、文
化審議会に新たに博物館部会を設置した。この博物館部会において総合的な博物館の振
興方策の検討に着手したところで、そこでの検討も踏まえて、学芸員などの人材育成も
含めた今後の博物館支援策を講じて行きたい(28)。 

 
(４) 附帯決議 
   参議院文教科学委員会においては、自由民主党・国民の声、立憲・国民．新緑風

会・社民、公明党、日本維新の会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案によ
る附帯決議案が提出され、全会一致で採択された。その内容は以下のとおりであ
る(29)。 

 
 
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案に対する
附帯決議（案） 
 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきで
ある。 
 一、本法に基づく博物館等に対する財政的支援が、文化観光を推進する少数の拠点

への集中的な支援であることを踏まえ、我が国全体の博物館等を広く下支えする
財政的支援にも努め、文化芸術の保存、継承や発信、社会教育等といった博物館
の基本的機能の維持向上を図ること。   

 二、国、地方公共団体及び本法に定めのある独立行政法人は、本法における計画の
認定を受けた者に対する助言その他の援助等にとどまらず、我が国の博物館等の
振興のため、広く一般の博物館等からの助言等の求めに対し、可能な限り応じる
よう努めること。特に博物館等の社会教育施設が国民の知る権利、思想・表現の
自由に資する施設であることに鑑み、格段の配慮をすること。   

 三、文化観光拠点施設の機能強化を図る上で、文化財の価値等を分かりやすく説明
できる学芸員等の育成・配置が重要であることを踏まえ、我が国の文化活動の基

 
(28) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
(29) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
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海外宣伝を行うように努めることとしている。文化観光拠点施設や地域については、こ
のような効果的な海外宣伝を行うことで、文化観光拠点施設や地域に対する外国人旅行
者の来訪を促進して行きたいと考えている(26)。 

○横沢高徳委員 令和二年度予算には、本法律案で認定された拠点計画、地域計画に基づ
く事業に対しての支援を行う新規事業として博物館クラスター推進事業が計上されてい
る。一方、文化庁は、平成三十年度及び令和元年度にも同趣旨の事業を計上し、観光振
興、多言語化による国際発信、ユニークベニューの促進など、博物館を中核とした文化
集積地区、クラスターの創出に向けての支援を行ってきた。従来の予算事業を充実させ
ていくのではなく、あえて本法律案を提出する必要性は何なのか、従来の予算事業には
何の問題があったのか。 

○今里政府参考人 従来の取組を本法案と相まって更に進めるために、新たな博物館等を
中心とした文化クラスター推進事業を、この法案により認定が行われた拠点計画、地域
計画での取組に対して支援をすることを考えている。既存事業から支援対象経費を拡充
した点について説明すると、新たに文化資源の磨き上げとかWiFi、キャッシュレスの整
備、学芸員等の確保、バリアフリー、展示改修等の整備等について支援を従前より上乗
せして行えるというところである(27)。 

○水岡俊一委員 どのように学芸員を確保しようとしているのか、その学芸員の育成にど
のように関わってきているのか。 

○今里政府参考人 文部科学省では、従来から、学芸員を始めとした人材の育成確保など
に向けた取組として学芸員の資質向上のための各種の研修事業等を実施しているが、令
和二年度からは、こうした人材育成に係る予算や内容面について拡充をして実施してい
く。具体的には、博物館の人材育成に関する経費、昨年、令和元年度予算では一千三百
万円であったが、これを約四倍の五千六百万円とし、拡充した予算を組んでいる。そし
て、これを活用して、従来から取り組んできた中堅学芸員、新任博物館館長、博物館マ
ネジメント層、教育普及活動向けなどの多様な研修を実施するほか、令和二年度からは
若手学芸員等の海外研修事業の対象人数や期間を拡大。具体的には、令和元年度はその
人数が二名から五名程度であったところが、令和二年度は予算上五名から十名を派遣す
る、そして期間については、令和元年度一か月から三か月程度としていたのを三か月か

 
(26) 第201回国会衆議院文部科学委員会第６号。 
(27) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
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ら一年の期間とするという形に拡充して、派遣期間中の人的な補填も行うなど、多様な
ニーズに対応した人材育成に努めていく。また、このような予算の事業を進めつつ、平
成三十年十月の文化庁の組織再編に伴い、従前、美術館及び歴史博物館のみが所管で
あったものを博物館全体の所管を文化庁に一元化したことを踏まえて、昨年十一月、文
化審議会に新たに博物館部会を設置した。この博物館部会において総合的な博物館の振
興方策の検討に着手したところで、そこでの検討も踏まえて、学芸員などの人材育成も
含めた今後の博物館支援策を講じて行きたい(28)。 

 
(４) 附帯決議 
   参議院文教科学委員会においては、自由民主党・国民の声、立憲・国民．新緑風

会・社民、公明党、日本維新の会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案によ
る附帯決議案が提出され、全会一致で採択された。その内容は以下のとおりであ
る(29)。 

 
 
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案に対する
附帯決議（案） 
 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきで
ある。 
 一、本法に基づく博物館等に対する財政的支援が、文化観光を推進する少数の拠点

への集中的な支援であることを踏まえ、我が国全体の博物館等を広く下支えする
財政的支援にも努め、文化芸術の保存、継承や発信、社会教育等といった博物館
の基本的機能の維持向上を図ること。   

 二、国、地方公共団体及び本法に定めのある独立行政法人は、本法における計画の
認定を受けた者に対する助言その他の援助等にとどまらず、我が国の博物館等の
振興のため、広く一般の博物館等からの助言等の求めに対し、可能な限り応じる
よう努めること。特に博物館等の社会教育施設が国民の知る権利、思想・表現の
自由に資する施設であることに鑑み、格段の配慮をすること。   

 三、文化観光拠点施設の機能強化を図る上で、文化財の価値等を分かりやすく説明
できる学芸員等の育成・配置が重要であることを踏まえ、我が国の文化活動の基

 
(28) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
(29) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
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盤を担う人材の育成・確保等に向けた更なる研修制度の充実、社会的地位の向上
及び雇用の安定等の処遇改善に努めること。   

 四、本法における共通乗車船券や道路運送法の特例等の認定拠点計画及び地域計画
に対する特例措置及び支援については、既存の法律及び予算によって対応が可能
と考えられるものもあることに鑑み、国は、本法に係る予算の執行等に当たり、
政策の重複による税金の無駄遣いとならないよう十分留意すること。   

 五、本法は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化観光の
推進という目標を掲げているものの、同大会が延期されたことに鑑み、本法の成
立に期待をかける地方公共団体や文化観光拠点施設等の関係者の要望を勘案しつ
つ、十分な配慮と責任を持った判断に基づき、本法の施行に向けた万全の準備に
取り組むこと。   

 六、本法に基づき文化観光推進施策を進めるに当たっては、主務大臣である文部科
学大臣と国土交通大臣による緊密な連携が不可欠である。さらに、地域の要望に
適切に応えるためには、本法に関連する各種事業に係る企画立案業務に関して、
環境省、警察庁、経済産業省など、幅広い省庁との調整等を遺漏なく行うことが
必要であることから、効果的・効率的な事務遂行と必要な体制整備のため、政府
において特段の配慮を行うこと。 

 
 
 
 
 5. おわりに ― 地方公共団体への影響など ― 
 
 本法において、地方公共団体に対して新たに義務付けをするような仕組みは存在しない。
しかし、本法の定める各種特例措置の適用や国からの援助を受けるためには、国が定める
基本方針に沿って拠点計画及び地域計画を策定し、国の認定を受けなければならない。こ
のような、国の基本方針に基づいた手上げ方式の手法というものは、近年、多くの法律に
おいて用いられている。義務付けではなく、あくまでも手を挙げるかどうかは地方公共団
体の選択であることから、一定程度分権改革の観点からの検証を回避することができ、比
較的容易に導入できる仕組みと考えられる。このような手法については、新たな集権の
ツールとなっているのではないか、そして地方公共団体間の格差の発生・拡大、地方公共
団体の事務処理能力の限界、コンサルタント費用の増加など負の側面があることを忘れて
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はならない。資源配分及び効率性、そしてその効果について総括する必要性がある。また
その結果を、今後の立法政策に反映していくことが重要になると思われる。 
 冒頭で述べたように、近年の文化行政をめぐる動きは、明らかに「文化財の保護」から
「文化財の観光資源としての活用」へとシフトしている。本法も文化財を観光資源として
活用し経済効果を産み出し、それを文化の振興に再投資するという好循環を創出すること
を目的としている。ところが、本法においては、「文化財の観光資源化」の仕組みは設け
られているが、「文化振興への再投資」の仕組みについては全く言及されていない。運用
によっては、文化財が観光資源として消耗していく、または観光資源としての価値のある
文化財は保存されるがそうでないものは置き去りにされてしまうということにもなりかね
ない。このような懸念については、地方公共団体の一般行政部門だけでなく、従来から文
化財保護の中核を担ってきた教育委員会などの教育行政部門の果たす役割が依然として重
要であると言わざるを得ない。 
 最後に、本法は、当初、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした
文化観光の推進という目標を掲げていた。ところが、法案の国会審議の最中に同大会の延
期が決定された。また新型コロナが猛威を振るうなか、既存の観光施設・産業も大きなダ
メージを受けている。このような状況のなかで、法案成立を急ぐ必要性があるのかという
疑問も出されていた。このような指摘に対して、政府側は、「文化観光の推進による地域
の活性化に向けての助走期間として、各施設や自治体において取組の構想を検討する期
間｣(30)と位置付けているとしている。確かに、本法の想定する文化観光の推進が2020東京
オリンピック・パラリンピック競技大会をきっかけに訪日する観光客のみを対象とするも
のではない。近年、訪日外国人旅行者数が急増しており、またその観光ニーズも多様化し
てきているなか、そのような情勢に対応するための内容でもある。一方、ポストコロナ時
代における観光産業の行方が不透明な状況であり、地方公共団体としてもポストコロナ時
代を見据えた観光戦略の見直しを迫られる状況である。このような状況下において、本法
の定める各種の仕組みがどのように活用され、実際に効果を上げることができるかについ
て、今後の地方公共団体の対応及びその結果に注目したい。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部教授） 
  

 
(30) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
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盤を担う人材の育成・確保等に向けた更なる研修制度の充実、社会的地位の向上
及び雇用の安定等の処遇改善に努めること。   

 四、本法における共通乗車船券や道路運送法の特例等の認定拠点計画及び地域計画
に対する特例措置及び支援については、既存の法律及び予算によって対応が可能
と考えられるものもあることに鑑み、国は、本法に係る予算の執行等に当たり、
政策の重複による税金の無駄遣いとならないよう十分留意すること。   

 五、本法は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化観光の
推進という目標を掲げているものの、同大会が延期されたことに鑑み、本法の成
立に期待をかける地方公共団体や文化観光拠点施設等の関係者の要望を勘案しつ
つ、十分な配慮と責任を持った判断に基づき、本法の施行に向けた万全の準備に
取り組むこと。   

 六、本法に基づき文化観光推進施策を進めるに当たっては、主務大臣である文部科
学大臣と国土交通大臣による緊密な連携が不可欠である。さらに、地域の要望に
適切に応えるためには、本法に関連する各種事業に係る企画立案業務に関して、
環境省、警察庁、経済産業省など、幅広い省庁との調整等を遺漏なく行うことが
必要であることから、効果的・効率的な事務遂行と必要な体制整備のため、政府
において特段の配慮を行うこと。 

 
 
 
 
 5. おわりに ― 地方公共団体への影響など ― 
 
 本法において、地方公共団体に対して新たに義務付けをするような仕組みは存在しない。
しかし、本法の定める各種特例措置の適用や国からの援助を受けるためには、国が定める
基本方針に沿って拠点計画及び地域計画を策定し、国の認定を受けなければならない。こ
のような、国の基本方針に基づいた手上げ方式の手法というものは、近年、多くの法律に
おいて用いられている。義務付けではなく、あくまでも手を挙げるかどうかは地方公共団
体の選択であることから、一定程度分権改革の観点からの検証を回避することができ、比
較的容易に導入できる仕組みと考えられる。このような手法については、新たな集権の
ツールとなっているのではないか、そして地方公共団体間の格差の発生・拡大、地方公共
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はならない。資源配分及び効率性、そしてその効果について総括する必要性がある。また
その結果を、今後の立法政策に反映していくことが重要になると思われる。 
 冒頭で述べたように、近年の文化行政をめぐる動きは、明らかに「文化財の保護」から
「文化財の観光資源としての活用」へとシフトしている。本法も文化財を観光資源として
活用し経済効果を産み出し、それを文化の振興に再投資するという好循環を創出すること
を目的としている。ところが、本法においては、「文化財の観光資源化」の仕組みは設け
られているが、「文化振興への再投資」の仕組みについては全く言及されていない。運用
によっては、文化財が観光資源として消耗していく、または観光資源としての価値のある
文化財は保存されるがそうでないものは置き去りにされてしまうということにもなりかね
ない。このような懸念については、地方公共団体の一般行政部門だけでなく、従来から文
化財保護の中核を担ってきた教育委員会などの教育行政部門の果たす役割が依然として重
要であると言わざるを得ない。 
 最後に、本法は、当初、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした
文化観光の推進という目標を掲げていた。ところが、法案の国会審議の最中に同大会の延
期が決定された。また新型コロナが猛威を振るうなか、既存の観光施設・産業も大きなダ
メージを受けている。このような状況のなかで、法案成立を急ぐ必要性があるのかという
疑問も出されていた。このような指摘に対して、政府側は、「文化観光の推進による地域
の活性化に向けての助走期間として、各施設や自治体において取組の構想を検討する期
間｣(30)と位置付けているとしている。確かに、本法の想定する文化観光の推進が2020東京
オリンピック・パラリンピック競技大会をきっかけに訪日する観光客のみを対象とするも
のではない。近年、訪日外国人旅行者数が急増しており、またその観光ニーズも多様化し
てきているなか、そのような情勢に対応するための内容でもある。一方、ポストコロナ時
代における観光産業の行方が不透明な状況であり、地方公共団体としてもポストコロナ時
代を見据えた観光戦略の見直しを迫られる状況である。このような状況下において、本法
の定める各種の仕組みがどのように活用され、実際に効果を上げることができるかについ
て、今後の地方公共団体の対応及びその結果に注目したい。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部教授） 
  

 
(30) 第201回国会参議院文教科学委員会第５号。 
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【資料】 
 

 
出所：文化庁ホームページ 
（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/pdf/92656701_01.pdf） 
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地域共生社会の実現のための社会福祉法等の 

一部を改正する法律 
（令和２年６月12日法律第52号） 

 
 

上 林 陽 治 
 
 
 高齢者や障害者、子どもといった、これまでの対象分野ごとに立てられていた福祉の領
域の縦割りをなくし、引きこもりや貧困、介護などの複合的な問題に市区町村が包括的に
対応できるようにすることを主な目的とする「地域共生社会の実現のための社会福祉法等
の一部を改正する法律」（以下、「地域共生社会一括法」という）が制定された。同法は、
2020年３月６日に閣議決定され（閣法43号）、201通常国会において、５月26日に衆議院
本会議で可決し、６月５日に参議院で可決・成立し、６月12日に法律52号として公布され、
一部を除き2021年４月１日に施行している。 
 地域共生社会一括法は、11本の法律の関連部分を一括して改正するいわゆる束ね法であ
る。その内容は、以下の５点にまとめられる。 
 

 
1. 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制

の構築の支援【社会福祉法、介護保険法】 
  市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題

の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業及びその財政支援等の
規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。 

2. 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進【介護保
険法、老人福祉法】 

 ① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努
力義務を規定する。 

 ② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。 
 ③ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見

通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住
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